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研究成果の概要（和文）：　インドネシア西カリマンタン州出身の女性を国際結婚配偶者として迎えるホスト社
会（台湾、香港、マレーシア）において、生産・再生産部門の労働者導入の状況や、男性配偶者の属性（エスニ
シティ、教育、階層）はほぼ共通していた。しかし外国籍配偶者の就労権の制限、社会統合政策に差異があり、
より寛容で手厚い台湾は、国際結婚移住先として人気があることがわかった。他方、マレーシアでは就労権が厳
しく制限されており、そのことが国際結婚の抑制に働いていると思われる。
　また、インドネシア西カリマンタン州では、従来の仲介システムを活用して、中国大陸男性とダヤック人との
国際結婚が開始しており、今後の展開に注目する必要がある。

研究成果の概要（英文）：    The acceptance of foreign labor force, whichever productive or 
reproductive, are common among host societies like Taiwan, Hong Kong, Malaysia where accept 
Indonesian Chinese women as foreign spouses. The attribute of men who married with Indonesian 
Chinese through match-maker is also similar in terms of ethnicity, educational background, social 
class. Though, there are big differences in terms of the restriction on working right, social 
integration policy among them. Taiwan where is relatively advanced is more popular for Indonesian 
Chinese women as a destination. On the other hand, because Malaysia restricts the working right to 
foreign spouses strictly, and child caring environment is relatively poor, therefore, it seems 
contribute to restrain the growth of cross-border marriage.
    In West Kalimantan, Indonesia, cross-border marriage among Mainland Chinese men and Dayak women 
is a new trend. Indonesian Chinese brokers are mediating new actors. The new trend is worth of 
studying.
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  １版

令和

研究成果の学術的意義や社会的意義
本研究は、国際結婚配偶者を多数輩出する、インドネシア西カリマンタン州から、中国系住民がマジョリティを
占める社会に向けた女性の移動の系譜を再構築し、華人研究の蓄積に対し新たな華人女性の移動形式の事例を提
供した。また、ホスト社会における国際結婚配偶者に対する処遇と、再生産労働への期待の様相を比較検討でき
た。一口に再生産労働者といえども、本研究が対象としたインドネシア華人女性らはその身分に生じる権利の差
異を強く自覚しており、血縁関係を作らない家事・介護労働者とは異なる家族形成の実践を提示することができ
た。再生産労働者の導入拡大に際して、生じうる課題を指摘することができた。



様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 
１．研究開始当初の背景 

 1980 年代以降、再生産労働の国際分業化が広義の東アジアで進行して来たが、中国系エスニ

シティをある程度共有する社会間では、独自の女性の移動現象が見られた。代表者は、台湾で

いち早く進行した商業的国際結婚現象を研究する中で、インドネシア西カリマンタン州から台

湾、香港、マレーシアへの女性の移動が見られることを確認し、関連国で比較研究を行う着想

を得た。 

 

２．研究の目的 

 本研究は、(1)アジア諸国の内、中国系住民の多い国・地域（台湾、香港、マレーシア、シン

ガポール、インドネシア）で、1980 年代以降進行している商業的国際結婚を通じた家族再編の

実態を多面的に分析し、(2)女性の送出社会・インドネシア側が再生産労働の国際分業化により

受けるインパクトについて解明することを目的とする。 

 

３．研究の方法 

 インドネシア、台湾、香港、マレーシア、シンガポールにて実地調査、並びに文献資料調査

を行う。 

(1)5 カ国・地域の商業的国際結婚をとりまく諸問題を、大きく「エスニシティ」「ジェンダー

役割」「教育アクセス」「就労構造」「階層分化」「家族戦略」に分け、問題特性や各国・地域の

政策についての現状を比較分析する。 

(2)中国系女性送出社会のインドネシアにおいて、商業的国際結婚の興隆が「家族福祉の拡充」 

「中国系男性の結婚難」「異民族間結婚」に寄与する現状を分析する。 

(3)商業的国際結婚当事者が、スティグマ化に抗し「家族形成」していく過程を分析する。 

 

４．研究成果 

 インドネシア、台湾、香港、マレーシアにて実地調査を実施した。シンガポールについては

文献資料調査にとどまった。 

 インドネシア西カリマンタン州出身の女性を国際結婚配偶者として迎えるホスト社会（台湾、

香港、マレーシア）において、男性配偶者の属性は、エスニシティ、教育、階層の面ではほぼ

共通していた。また生産・再生産部門の労働力に関する政策では、３国とも労働力導入を進め

るホスト社会であった。しかし国際結婚件数の成長については、外国籍配偶者の就労権の制限、

子育てしやすい環境かが要因となっていることがわかった。 

 当事者への社会統合政策では、台湾が最も全面的に進んでいる。香港では、大陸中国出身者

や難民、外国人労働者への注目度が高くケアが進む一方、他国出身の配偶者は知られておらず、

支援が遅れている。マレーシアでは外国籍配偶者の就労権が厳しく制限されており、そのこと

が抑制にも働いていると思われる。 

 インドネシア西カリマンタン州では、近年、現地中国系女性の国際結婚希望度が下がる一方、

中国大陸の男性が配偶者を求め到来している。そこで仲介システムのノウハウとスマートフォ

ンの機能を活用し、周辺民族に商業的国際結婚が拡大している。 

 国際結婚当事者が、スティグマ化に抗し「家族形成」をしていく過程については、個々の家

族によるが、子供の出産や養育、家族で行う事業への貢献を通じて達成される事例を収集した。 
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